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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱可塑性樹脂繊維を少なくとも含む基布層と、前記基布層の一面側に配された表皮層と
、を備える表皮材であって、
　前記基布層は、編物からなり、
　前記基布層は、その一面の側に凹状の熱変形部を有しており、
　前記熱変形部の所定領域は、前記熱可塑性樹脂繊維の熱変形によって所定厚みに調整さ
れており、
　前記表皮層は、前記熱変形部の形状に追従しており、
　前記表皮層は前記基布層の前記一面の全面に接合されており、
　前記表皮材の表面に前記凹状の熱変形部からなる立体模様を備えることを特徴とする表
皮材。
【請求項２】
　前記編物は、立体編み地からなる請求項１に記載の表皮材。
【請求項３】
　前記立体編み地は、表裏二層の編み地が結接糸で連結された構造であり、
　前記結接糸に前記熱可塑性樹脂繊維が少なくとも用いられており、
　前記結接糸が前記凹状の熱変形部の中心に向かって各々徐々に前記基布層の厚みが小さ
くなるように倒れ込んでいる請求項２に記載の表皮材。
【請求項４】
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　前記立体編み地は、ダブルラッセル編み機又は丸編み機により編成されている請求項３
に記載の表皮材。
【請求項５】
　車両用内装材の表皮材として用いられる請求項１乃至４のうちのいずれか一項に記載の
表皮材。
【請求項６】
　基材と、前記基材上に配設された前記請求項１乃至５のうちのいずれか一項に記載の表
皮材と、を備えることを特徴とする構造体。
【請求項７】
　請求項１に記載の表皮材の製造方法であって、
　熱可塑性樹脂繊維を少なくとも含む基布層を、その一面の側に表皮層が配された状態で
加熱プレスし、前記基布層の前記一面の側に凹状の熱変形部を形成する工程を備えており
、
　前記基布層は、編物からなり、
　前記熱変形部を形成する工程では、デザインに応じて、前記熱変形部の所定領域が所定
厚みとなるように、前記加熱プレスにより、前記熱可塑性樹脂繊維を熱変形させた後、冷
却により熱変形時の形状を定着させて、前記表皮材の表面に前記凹状の熱変形部からなる
立体模様を形成することを特徴とする表皮材の製造方法。
【請求項８】
　前記編物は、立体編み地からなる請求項７に記載の表皮材の製造方法。
【請求項９】
　前記立体編み地は、表裏二層の編み地が結接糸で連結された構造であり、
　前記結接糸に前記熱可塑性樹脂繊維が少なくとも用いられており、
　前記熱変形部を形成する工程では、前記結接糸が前記凹状の熱変形部の中心に向かって
各々徐々に前記基布層の厚みが小さくなるように倒れ込んでいる請求項８に記載の表皮材
の製造方法。
【請求項１０】
　前記加熱プレスして前記凹部を形成させる前記加熱プレスの押圧部の先端部の縦断面形
状が矩形である請求項７乃至９のうちのいずれか一項に記載の表皮材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表皮材及びそれを備える構造体並びに表皮材の製造方法に関する。更に詳し
くは、本発明は、優れた美観をもつ立体模様からなる立体意匠を備えるとともにデザイン
自由度が非常に高い表皮材及びそれを備える構造体並びにその表皮材の製造方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両等の内装材には、意匠性を向上させるために表皮材が配設されている。
　具体的な表皮材としては、例えば、クッション性に優れる発泡ウレタン等の熱硬化樹脂
層上に、合成皮革等の表層が設けられたものが挙げられる（特許文献１参照）。
　このような表皮材においては、意匠性の更なる向上のために、縫製やプレス成形によっ
て立体意匠が賦形されることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０８－２２４８１７号公報
【特許文献２】特開２００４－１１５９３９号公報
【特許文献３】特開２００１－２７９５７２号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１においては、縫製により立体意匠を賦形する場合には、その手法上、線状以
外の意匠表現が難しく、デザイン自由度が低いという問題がある。更には、縫製の始点及
び終点が生地の端部ではなく中央の領域となるような、生地の端末から連続していないデ
ザインを表現する際には、意匠に影響を及ぼすことなく、縫製糸の端末処理を短時間で均
質に行うことが非常に難しく、且つデザインが複雑な場合には手作業が必要となり、作業
効率やコスト面においても問題がある。
　また、加熱プレス等のプレス成形により立体意匠を賦形する場合には、熱硬化樹脂層を
熱変形させることはできず、熱硬化樹脂層上に配設された比較的厚みの薄い表層のみに立
体意匠が賦形される。そのため、十分な立体感が得られないという問題がある。更には、
立体感に強弱を付けることが難しく、デザイン自由度が低いという問題がある。尚、過度
の圧力をかけて熱硬化樹脂層を変形させることは可能であるが、この場合には、熱硬化樹
脂層が潰れてしまい、その特徴であるクッション性が失われてしまう。
【０００５】
　また、特許文献２においては、網目構造が表出して視認できることによるデザイン効果
をねらったものであり、カバーシートを配設した場合においてもその下層の網目デザイン
を視認させるものである。また、全ての連結糸が経方向の一定方向に傾斜して配列されて
おり、また、加熱プレスした部分も連結糸が一定方向に傾斜するように倒れ込んでおり、
しかも、加熱プレスした部分においては編目内の空隙が連結糸により埋められている。従
って、特許文献２においては、編み目状のデザインに限定されてしまう。更に、プレスに
よる圧着部は切断されて縫製しやすい端部を提供するものであり、この凹部部分の立体模
様による立体デザインが得られないし、その強弱によるデザインの自由度も得られない。
　特許文献３においては、溶融部を切断して端部として、この端縁部を補強しようとする
ものである。また、上下両面から加熱押圧して、溶融部が上下の中間に位置するようにす
るとともに、この凹部の上下部分に熱可塑性樹脂片材を加熱接合してこの部分を覆うよう
にして補強するものである。従って特許文献３においても、プレスによる圧着部は切断さ
れて縫製しやすい端部を提供するものであり、特許文献２と同様に、この凹部部分の立体
模様による立体デザインが得られないし、その強弱によるデザインの自由度も得られない
。
【０００６】
　本発明は上記実情に鑑みてなされたものであり、優れた美観をもつ立体模様からなる立
体意匠を備えるとともにデザイン自由度が非常に高い表皮材及びそれを備える構造体並び
にその表皮材の製造方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は以下に示す通りである。
　１．熱可塑性樹脂繊維を少なくとも含む基布層と、前記基布層の一面側に配された表皮
層と、を備える表皮材であって、
　前記基布層は、その一面の側に凹状の熱変形部を有しており、
　前記熱変形部の所定領域は、前記熱可塑性樹脂繊維の熱変形によって所定厚みに調整さ
れており、
　前記表皮層は、前記熱変形部の形状に追従しており、
　前記表皮層は前記基布層の前記一面の全面に接合されており、
　前記基布層は、編物からなり、
　前記表皮材の表面に前記凹状の熱変形部からなる立体模様を備えることを特徴とする表
皮材。
　２．前記編物は、立体編み地からなる１．記載の表皮材。
　３．前記立体編み地は、表裏二層の編み地が結接糸で連結された構造であり、
　前記結接糸に前記熱可塑性樹脂繊維が少なくとも用いられており、
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　前記結接糸が前記凹状の熱変形部の中心に向かって各々徐々に前記基布層の厚みが小さ
くなるように倒れ込んでいる２．に記載の表皮材。
　４．前記立体編み地は、ダブルラッセル編み機、又は丸編み機により編成されている３
．に記載の表皮材。
　５．車両用内装材の表皮材として用いられる１．乃至４．のうちのいずれか一項に記載
の表皮材。
　６．基材と、前記基材上に配設された前記１．乃至５．のうちのいずれか一項に記載の
表皮材と、を備えることを特徴とする構造体。
　７．前記１．に記載の表皮材の製造方法であって、
　熱可塑性樹脂繊維を少なくとも含む基布層を、その一面の側に表皮層が配された状態で
加熱プレスし、前記基布層の前記一面の側に凹状の熱変形部を形成する工程を備えており
、
　前記基布層は、編物からなり、
　前記熱変形部を形成する工程では、デザインに応じて、前記熱変形部の所定領域が所定
厚みとなるように、前記加熱プレスにより、前記熱可塑性樹脂繊維を熱変形させた後、冷
却により熱変形時の形状を定着させて、前記表皮材の表面に前記凹状の熱変形部からなる
立体模様を形成することを特徴とする表皮材の製造方法。
　８．前記編物は、立体編み地からなる７．に記載の表皮材の製造方法。
　９．前記立体編み地は、表裏二層の編み地が結接糸で連結された構造であり、
　前記結接糸に前記熱可塑性樹脂繊維が少なくとも用いられており、
　前記熱変形部を形成する工程では、前記結接糸が前記凹状の熱変形部の中心に向かって
各々徐々に前記基布層の厚みが小さくなるように倒れ込んでいる８．に記載の表皮材の製
造方法。
　１０．前記加熱プレスして前記凹部を形成させる前記加熱プレスの押圧部の先端部の縦
断面形状が矩形である請求項７．乃至９．のうちのいずれか一項に記載の表皮材の製造方
法。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の表皮材によれば、熱可塑性樹脂繊維を少なくとも含む基布層に凹状の熱変形部
が形成されており、その熱変形部によって立体模様からなる立体意匠が構成されているた
め、ミシン縫製では不可能なデザインも表現可能であり、立体意匠のデザイン自由度が非
常に高い。そのため、線状、点状、円形状、多角形状等のデザインを容易に付与すること
ができるとともに、厚みに強弱のある立体感を付与することができるため、ウェーブ状の
デザインやより複雑なデザインも容易に付与することができる。更には、立体意匠の付与
に縫製の必要がないため、縫製品に比べてコスト的に有利となる。
　また、基布層が編物からなっている場合には、十分なクッション性が得られるとともに
、強弱のある立体模様からなる立体感を容易に付与することができる。
　更に、基布層が立体編み地からなる場合には、更に一層十分なクッション性が得られる
とともに、強弱のある、更に一層の立体感を容易に付与することができる。
　また、立体編み地が、表裏二層の編み地が結接糸で連結された構造であり、結接糸に熱
可塑性樹脂繊維が用いられているので、立体感の強弱をより容易に付与することができる
。
　更に、車両用内装材の表皮材として用いられる場合には、車両内の意匠性をより高め、
高級感を演出することができる。
　本発明の構造体によれば、立体意匠のデザイン自由度が高い特定の表皮材を備えている
ため、優れた意匠性を有する。
　本発明の製造方法によれば、熱可塑性樹脂を含む編物を使用するので、一定の圧力で加
熱プレスされた糸が押し潰され改質されて新たな形を形成することができる。従って、押
し込み深さを変えると、深さに応じた変形を行うことができ、それにより、より意匠性の
高い立体模様を備える表皮材及び構造体を容易に提供することができる。
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　更に、基布層として前記立体編み地を使用し、表裏二層の編み地を連結する結接糸に熱
可塑性樹脂繊維用いる場合、片側表面を介して伝わった熱は、結接糸を賦形化（形ぐせ付
与程度）させ、一定の圧力で押し込まれた結接糸は中央側に倒れるように変形した状態で
改質されて新たな形を形成することができる。従って、押し込み深さを変えると、深さに
応じた変形を行うことができ、それにより、より意匠性の高い立体模様を備える表皮材及
び構造体を容易に提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　本発明について、本発明による典型的な実施形態の非限定的な例を挙げ、言及された複
数の図面を参照しつつ以下の詳細な記述にて更に説明するが、同様の参照符号は図面のい
くつかの図を通して同様の部品を示す。
【図１】表皮層が裏側編み地まで到達した状態を示す表皮材を説明するための模式図であ
る。
【図２】立体賦形前の表皮材（表皮層が配された基布層）を説明するための模式図である
。
【図３】構造体を説明するための模式図である。
【図４】立体賦形を説明するための模式図である。
【図５】表皮層が裏側編み地まで到達していない状態を示す表皮材を説明するための模式
図である。
【図６】基布層及び表皮層の断面状態を示す拡大図である。
【図７】凹状の熱変形部を２つ備える表皮材を説明するための模式図である。
【図８】凹状の熱変形部を備える表皮材を説明するための正面図である。
【図９】実施例１の表皮材を説明するための正面図である。
【図１０】実施例１の表皮材を説明するための外観図である。
【図１１】実施例２の表皮材を説明するための外観図である。
【図１２】比較例１の表皮材における立体賦形を説明するための模式図である。
【図１３】比較例１の表皮材を説明するための外観図である。
【図１４】実施例３の構造体を説明するための模式図である。
【図１５】基布層が不織布から構成される表皮材を説明するための模式図である。
【図１６】基布層が発泡シートから構成される表皮材を説明するための模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を、図も参照しながら詳しく説明する。
　ここで示される事項は例示的なもの及び本発明の実施形態を　例示的に説明するための
ものであり、本発明の原理と概念的な特徴とを最も有効に且つ難なく理解できる説明であ
ると思われるものを提供する目的で述べたものである。この点で、本発明の根本的な理解
のために必要である程度以上に本発明の構造的な詳細を示すことを意図してはおらず、図
面と合わせた説明によって本発明の幾つかの形態が実際にどのように具現化されるかを当
業者に明らかにするものである。
【００１１】
［１］表皮材
　本発明の表皮材（１）は、熱可塑性樹脂繊維を少なくとも含む基布層（２）と、基布層
（２）の一面側に配された表皮層（３）と、を備えるものであって、基布層（２）は、そ
の一面側に凹状の熱変形部（４）を有しており、熱変形部（４）の所定領域は、熱可塑性
樹脂繊維の熱変形によって所定厚みに調整されており、表皮層（３）は、熱変形部（４）
の形状に追従しており、熱変形部（４）によって、立体意匠が構成されていることを特徴
とする（図１参照）。
【００１２】
　前記基布層（２）は、少なくとも熱可塑性樹脂繊維を含む編物である。この編物の場合
、十分なクッション性が得られるとともに、強弱のある立体感を容易に付与することがで
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きるので、好ましい。この基布層を構成する繊維は、その一部が熱可塑性樹脂繊維からな
っても良いし、その全部が熱可塑性樹脂繊維からなっても良い。
　前記編物は特に限定されないが、立体編み地、ジャージー、トリコット等の嵩高い編み
地のものが好ましく、特に立体編み地が好ましい。
　この基布層を構成する編物の編み又は組織の種類は特に限定されないが、例えば、鎖編
、挿入編、デンビ編、コード編、アトラス編、ダブルデンビ編、ハーフ編、サテン編、ベ
ルベット編、クイーンズコード編、ゴム編、パール編、平編、両面編、フライス編、モッ
クロディー編、ポンチ編、３口ポンチ編、ミラノリブ編、シングルピケ編、ダブルピケ編
、トリプルピケ編、クロスミス編、ブラッシュインターロック編等を挙げることができる
。これらの組織としては無地組織が好ましい。
　尚、編物以外の基布層の参考例として、例えば、織物、不織布等の布帛や、発泡シート
等から構成されるものが挙げられる。これらのなかでは、十分なクッション性が得られる
とともに、強弱のある立体模様からなる立体感を容易に付与することができるという観点
から、厚みのあるもの、例えば不織布等の布帛や、発泡シートが好ましい。
【００１３】
　上記立体編み地としては、例えば、表裏二層の編み地［表側編み地（２１）及び裏側編
み地（２２）］が結接糸（２３）で連結された構造のものが挙げられる（図２参照）。
また、この立体編み地は、例えば、ダブルラッセル編み機、丸編み機等の編機により編成
することができる。この表裏二層の編み地は、前記に示す各種の編み又は組織を採用する
ことができ、特に、ダブルデンビ編、ハーフ編、コード編、ブラッシュインターロック編
等が好ましい。
　前記表裏二層の編み地としては、実質、下層の糸が視認されない程度に隙間なく組織さ
れたものが好ましい。即ち、この編み地の下層に配置された糸が視認できるような、隙間
の大きな網目状又はネット状の組織でないもの（非網目状又は非ネット状組織）が好まし
い。この下層の糸が視認されない程度に隙間なく組織されたものの場合、この表面がより
平滑であり表皮材の接合に好都合であり、更に、加熱プレスした凹部部分において、結接
糸が前記表裏二層の編み地の表面上に表出することもない。
【００１４】
　上記表側編み地（２１）及び裏側編み地（２２）の形成に用いる構成糸は、それぞれ、
合成繊維、再成繊維、天然繊維等のいずれでもよい。また、構成糸は１種の繊維のみから
なる糸でもよく、複数の繊維を混合して製糸した糸でもよい。更に、繊維のままの色調で
着色されていない糸でもよく、所定の色調に着色された糸でもよい。また、表側編み地（
２１）と裏側編み地（２２）は、同種の糸により形成されていてもよく、異種の糸により
形成されていてもよい。
【００１５】
　上記繊維としては、より具体的には、ポリエチレンテレフタレート繊維、ポリブチレン
テレフタレート繊維、ポリトリメチレンテレフタレート繊維等のポリエステル系繊維、ナ
イロン６繊維、ナイロン６６繊維等のポリアミド系繊維、ポリアクリル系繊維、ポリエチ
レン繊維、ポリプロピレン繊維等のポリオレフィン系繊維などの熱可塑性樹脂繊維、熱可
塑性樹脂繊維以外の合成繊維、綿、麻、絹、ウール等の天然繊維、キュプラレーヨン、ビ
スコースレーヨン、リョセル等の再生繊維などが挙げられる。これらのなかでも、合成繊
維が好ましく、熱可塑性樹脂繊維であることがより好ましく、強度が大きく、優れた耐久
性等を有するポリエステル系繊維が特に好ましい。
【００１６】
　構成糸の形態も特に限定されず、フィラメント糸でもよく、紡績糸でもよい。更に、撚
糸、仮撚加工糸、流体噴射加工糸等の嵩高加工糸などであってもよい。また、フィラメン
ト糸である場合、マルチフィラメントでもモノフィラメントでもよい。
【００１７】
　表側編み地（２１）及び裏側編み地（２２）を構成する構成糸の繊度は特に限定されな
いが、いずれも、５０～１５００デシテックス、７０～１２００デシテックス、１５０～
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１２００デシテックス、７０～５００デシテックス、１５０～５００デシテックスとする
ことができる。これらの繊度が上記範囲内であれば、十分なクッション性を有する立体編
み地を編成することができる。尚、表側編み地（２１）及び裏側編み地（２２）を構成す
る構成糸の繊度は、同一であってもよいし、異なっていてもよい。
【００１８】
　また、表側編み地（２１）及び裏側編み地（２２）の糸密度は特に限定されないが、い
ずれも、コース方向の糸密度が１０～１００本／ｉｎｃｈ、特に１５～７０本／ｉｎｃｈ
、且つウェール方向の糸密度が５～５０本／ｉｎｃｈ、１５～５０本／ｉｎｃｈ、８～４
０本／ｉｎｃｈ、特に１５～４０本／ｉｎｃｈとすることができる。これらの糸密度が上
記範囲内であれば、十分なクッション性を有する立体編み地を編成することができる。
　更に、前記に示す繊度と前記に示す糸密度とにおいては比較的隙間の少ない小さい又は
ほとんどないものとすることが好ましい。この場合は、表側編み地（２１）及び裏側編み
地（２２）が、比較的隙間の少ない小さい又はほとんどないものであるので、加熱プレス
された部分においても結接糸が表裏二層の編み地、特に表側編み地から突出することなく
表裏二層の編み地の内側に配設されることとなる。
　尚、表側編み地（２１）及び裏側編み地（２２）の糸密度は、同一であってもよいし、
異なっていてもよい。
【００１９】
　上記結接糸（２３）としては、通常、フィラメント糸が用いられる。このフィラメント
糸は、マルチフィラメントでもモノフィラメントでもよく、仮撚加工等の公知の加工がな
されていてもよい。この結接糸は、表裏二層の編み地を連結するものであり、例えば図２
及び図６並びに図１及び図５に示すように、加熱プレス前において、又は加熱プレス後の
凹部周辺でない部分において、略垂直に配設されており、一定方向に傾斜しておらずしか
もループ状になっていない形状とすることができる。
　フィラメント糸を構成する繊維の種類は特に限定されず、合成繊維、再成繊維、天然繊
維等のいずれでもよい。
　上記繊維としては、より具体的には、ポリエチレンテレフタレート繊維、ポリブチレン
テレフタレート繊維、ポリトリメチレンテレフタレート繊維等のポリエステル系繊維、ナ
イロン６繊維、ナイロン６６繊維等のポリアミド系繊維、ポリアクリル系繊維、ポリプロ
ピレン繊維等のポリオレフィン系繊維などの熱可塑性樹脂繊維、熱可塑性樹脂繊維以外の
合成繊維、綿、麻、絹、ウール等の天然繊維、キュプラレーヨン、ビスコースレーヨン、
リョセル等の再生繊維などが挙げられる。これらのなかでも、合成繊維が好ましく、熱可
塑性樹脂繊維であることがより好ましく、強度が大きく、優れた耐久性等を有するポリエ
ステル系繊維、特にポリエチレンテレフタレート、ポリトリメチレンテレフタレート、ポ
リブチレンテレフタレート繊維がより好ましい。
　また、結接糸の一部に融着糸（表裏二層の編み地を構成する糸より融点が低い糸）を使
用することもできる。この融着糸として、単独のものであってもよいし、融着糸と非融着
糸（融着糸よりも融点が高い糸）とを撚り合わせたものあっても良いし、融着糸と非融着
糸とを貼り合わせたモノフィラメント糸単独又はこれを撚り合わせたものであっても良い
し、芯鞘モノフィラメント糸単独でも良いし、それらを撚り合わせたもの等であってもよ
い。この融着糸を用いた場合、前記形ぐせをさせると同時に、融着糸が溶けることで形ぐ
せを容易に保持することができるので、より好ましい。
　更に、結接糸の全部又はその一部に、高捲縮糸を用いることができる。この糸を用いる
場合、更に一層クッション性に優れる。
【００２０】
　結接糸（２３）の繊度は特に限定されないが、１０～１５００デシテックス、特に２０
～１０００デシテックス、更に２０～３５０デシテックスであることが好ましい。この繊
度が上記範囲内であれば、十分なクッション性を有する立体編み地を編成することができ
る。
　また、結接糸の糸密度は特に限定されないが、コース方向の糸密度が１０～１００本／
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ｉｎｃｈ、特に１５～７０本／ｉｎｃｈ、且つウェール方向の糸密度が５～５０本／ｉｎ
ｃｈ、特に８～３０本／ｉｎｃｈであることが好ましい。
この糸密度が上記範囲内であれば、十分なクッション性を有する立体編み地を編成するこ
とができる。
【００２１】
　上記基布層（２）の厚さ［熱変形部（４）を形成する前の厚さ］は特に限定されないが
、例えば、１～２０ｍｍ、特に２～１０ｍｍとすることができる。この厚さが上記範囲内
であれば、十分なクッション性が得られるとともに、立体賦形を十分に行うことができる
。
【００２２】
　上記表皮層（３）は、上記基布層（２）の一面側に配されている。具体的には、基布層
（２）の一面側において、後段にて詳述する熱変形部（４）の形状に追従するように配さ
れている。
　表皮層（３）としては、例えば、意匠布（ファブリック）、樹脂層（ＰＵ、ＰＶＣ、Ｐ
Ｐ等）、合成皮革、人工皮革、天然皮革等の公知の表皮材料が用いられる。
　また、表皮層（３）としては、単層でも良いし、複層が積層された層であっても良い。
例えば、表皮層（３）は意匠層（３１）とその表面に積層し接合・形成された表面処理層
（３２）とすることができる（図５、図６参照）。また、図５及び図６は編物の織状態の
断面を示す説明図でもある。尚、図５及び図６における２４は接着層を示す。図１におけ
る模式図においては接着層の図示は省略されている。
【００２３】
　表皮層（３）の厚さ［基布層（２）における熱変形部（４）を形成する前の厚さ］は特
に限定されないが、例えば、０．０１～１０ｍｍ、特に０．１～５ｍｍとすることができ
る。この厚さが上記範囲内であれば、基布層（２）の表面形状に良好に追従させることが
でき、十分な立体感を有する立体意匠を表現することができる。
【００２４】
　表皮層（３）は基布層（２）の一面側に接合されている。その接合方法は特に限定され
ず、表皮層の材質に応じて、接着剤等を介した貼着又は接着や、熱融着等の公知の方法が
用いられる。また、基布層（２）と表皮層（３）を一体成形させて両者を接合してもよい
。
【００２５】
　上記凹状の熱変形部（「凹部」ともいう。）（４）は、上記基布層（２）の一面側（表
皮層が配されて意匠面となる側）に形成されており、単独で又は複数が組み合わさること
で、本発明の表皮材（１）における立体模様からなる立体意匠を構成している。この凹部
の数は、図１では１つ、図７では２つ形成されている例が示されており、３以上であって
も良い。また、この凹部（４）の厚み（深さ）も、適宜、設定され、更に、その凹部の数
とを適宜組み合わせることができる。例えば、図１に示すように表皮層が裏側編み地まで
到達している態様でもよいし、図５に示すように表皮層が裏側編み地まで到達しておらず
、中間までの厚みである態様であっても良いし、複数の凹部を備える場合、同じ深さであ
っても良いし、図７に示すように異なる厚みであっても良い。異なる厚みの凹部を備える
場合にはより一層デザイン性に優れる。
　また、結接糸は、凹状の熱変形部の中心に向かって各々徐々に前記基布層の厚みが小さ
くなるように倒れ込んでいる（図１、図４及び図５等、並びに図８及び図９の写真等参照
）。即ち、押圧点、即ち凹部の中心に対して略左右対称に結接糸が中央側に向かって傾斜
しつつ倒れ込むような形状となっている。
【００２６】
　熱変形部（４）の形状や寸法は特に限定されず、プレス型を用いた加熱プレス等により
、デザインに応じて調整することができる（図１０及び１１参照）。特に、本発明の表皮
材（１）における熱変形部（４）の厚みは、基布層（２）の厚みの範囲内において、自在
に調整することができるため、厚みの強弱を利用した立体意匠を容易に表現することがで
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きる。
　例えば、加熱プレスを行って所定の凹部を形成させる押圧部の先端部の縦断面形状が矩
形とした場合、凹部の縦断面形状が略矩形となり、立ち上がり角度が大きくなり、厚みの
強い凹部形状とすることができ、深みのあるデザインとすることができる（図１、図３、
図７，図１０及び図１１等参照）。この場合、凹部の内面の傾斜角度は、目的により種々
選択できるが、深みの強弱デザインを得るために、その傾斜角度（立ち上がり角度）を３
０°以上、３５°以上、４０°以上、更に４５°以上と適宜選択できる。
【００２７】
　熱変形部（４）は、例えば、加熱プレスを用いた立体賦形によって形成することができ
る。具体的には、例えば、所定デザイン（所定模様）が転写されたプレス型を用いて、表
皮層（３）が配された基布層（２）を加熱プレスし、所定領域が所定厚みとなるように、
基布層（２）に少なくとも含まれる熱可塑性樹脂繊維を熱変形させ、その後、冷却により
熱変形時の形状を定着させることによって、所定形状に立体賦形することができる。
【００２８】
　立体賦形時の加熱温度は、特に限定されず、各素材に応じて適宜選択される。例えば、
この加熱温度は、１００～２００℃（特に１２０～１８０℃）とすることができる。尚、
加熱温度は、表皮層の配設側と非配設側とが同一であってもよいし、異なっていてもよい
。
　また、加熱時間は特に限定されない。具体的には、例えば、０．１～６００秒とするこ
とができる。
【００２９】
　立体賦形時の冷却方法は特に限定されず、公知の方法が挙げられる。尚、自然冷却（放
冷）であってもよい。
【００３０】
［２］構造体
　本発明の構造体（１０）は、基材（５）と、基材（５）上に配設された上述の表皮材（
１）と、を備えることを特徴とする（図３参照）。
【００３１】
　上記基材（５）の形状は特に限定されず、中実体であってもよいし、中空体であっても
よい。
　また、基材（５）を構成する材料は特に限定されず、有機材料及び無機材料のいずれで
あってもよく、これらを含む複合材料でもよい。有機材料としては、熱可塑性樹脂、硬化
樹脂等を挙げることができる。無機材料としては、金属、合金、セラミックス等を用いる
ことができる。特に、この基材（５）は、車両内装材とすることができる。
【００３２】
　表皮材（１）の基材（５）への配設方法は特に限定されず、接着剤等を介した貼着や、
熱融着等の公知の方法が挙げられる。
【００３３】
　また、基材（５）と表皮材（１）との間には、吸音層、弾性層等の他の機能層が介在し
ていてもよい。
【００３４】
　本発明における表皮材（１）及び構造体（１０）は、種々の技術分野において利用する
ことができる。具体的には、自動車及び鉄道車両等の車両（特に車両用内装材）、航空機
、船舶、建築、アパレル等の各種産業における表皮材が関わる分野において好適に利用す
ることができる。
　具体的には、ドアトリム、ルーフトリム、座席シート等の車両内装材の表皮材や、ソフ
ァ等の家具の表皮材、鞄、財布、衣服等の生活用品の表皮材等の技術分野において有用で
ある。
【００３５】
　尚、上記実施形態で記載した各構成の括弧内の符号は、後述する実施例に記載の具体的
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構成との対応関係を示すものである。
【実施例】
【００３６】
　以下、実施例により本発明を具体的に説明する。
［１］表皮材の作製（実施例１～２及び比較例１）
　＜実施例１＞
　ダブルラッセル編み機を用いて、図２に示すように、表皮層３（厚み；０．２ｍｍ）が
一面側に配された立体編み地からなる基布層２（厚み：４ｍｍ）を得た。尚、立体編み地
は、表側編み地２１（構成糸；ポリエステル系樹脂繊維、厚み；０．４ｍｍ）及び裏側編
み地２２（構成糸；ポリエステル系樹脂繊維、厚み；０．４ｍｍ）が、結接糸２３（ポリ
エステル系樹脂繊維）で連結された構造のものである。コース４５、ウェール３０、繊度
において基布層が８４デシテックス、結接糸が３３デシテックスである。また、表皮層３
は基布層２に接着剤２４で接着されている。
　その後、図４に示すように、加熱プレス機の受け台６上に、表皮層３が配設された基布
層２を、基布層２側が受け台６側となるように載置し、所定デザインが転写されたプレス
型７を用いて、表皮層３側から、加熱時間；２０秒、受け台温度；２００℃、プレス型温
度；１５０℃の条件で加熱プレスを行った。次いで、自然冷却し、脱型して、凹状の熱変
形部４によって立体意匠が構成されている実施例１の表皮材１を作製した（図９参照）。
図１０に、その外観図を示す。
【００３７】
　＜実施例２＞
　種類が異なる表皮層（厚み；０．１ｍｍ）を配し、且つ転写されたデザインが異なるプ
レス型を用いたこと以外は、実施例１と同様にして、凹状の熱変形部によって立体意匠が
構成されている実施例２の表皮材を作製した。図１１に、その外観図を示す。尚、コース
４２、ウェール２３、繊度において基布層が８４デシテックス、結接糸が３３デシテック
スである。
【００３８】
　＜比較例１＞
　表皮層８（合成皮革、厚み；１．０ｍｍ）が一面側に貼着された熱硬化樹脂層９（樹脂
：発泡ウレタン、厚み；１．３ｍｍ）を、加熱プレス機の受け台６上に、熱硬化樹脂層９
側が受け台６側となるように載置し、実施例１と同様にして加熱プレスを行い、自然冷却
した後、脱型して、比較例１の表皮材を作製した。図１３に、その外観図を示す。
【００３９】
［２］実施例の評価
　各表皮材における意匠面の立体感を目視にて評価した。また、クッション性を評価した
。更に、各表皮材を切断して、その断面を目視にて観察し、賦形具合を確認した。
　その結果、比較例１の表皮材は、十分なクッション性を有してはいたが、表皮層８のみ
にしか立体賦形がなされておらず（図１２参照）、図１３からも明らかなように、得られ
る立体感は乏しかった。
　これに対し、実施例１及び２の各表皮材は、十分なクッション性を有しているとともに
、立体編み地からなる基布層２に凹状の熱変形部４が形成され、且つその形状に表皮層３
が追従しており（図４参照）、各外観図（図１０及び図１１）からも明らかなように、非
常に立体感に優れるものであった。
　特に、同じデザインを立体賦形した実施例１と比較例１の外観図（図１０及び図１３）
を比較すると、実施例１の立体感は非常に優れていることが分かる。
　また、実施例２の外観図（図１１）から明らかなように、本実施例の表皮材によれば、
縫製では表現することが非常に難しい、端末まで繋がっていない模様も表現可能であり、
立体意匠のデザイン自由度が非常に高いことが確認できた。
【００４０】
［３］構造体（実施例３）
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　実施例３の構造体として、上記実施例１の表皮材１を、自動車用ドアトリム１１におけ
るドアオーナメント１２（基材）に適用する例を説明する（図１４参照）。
　（３－１）ドアトリムの構成
　図９のドアトリム１１では、実施例１の表皮材１がドアオーナメント１２の表皮材とし
て配されている。
　（３－２）ドアトリムに適用される表皮材の作用効果
　実施例３によれば、ドアトリム１１の意匠性をより高め、高級感を十分に演出すること
ができる。
【００４１】
　前述の記載は単に説明を目的とするものでしかなく、本発明を限定するものと解釈され
るものではない。本発明を典型的な実施形態を挙げて説明したが、本発明の記述及び図示
において使用された文言は、限定的な文言ではなく、説明的および例示的なものであると
理解される。ここで詳述したように、その形態において本発明の範囲又は精神から逸脱す
ることなく、添付の特許請求の範囲内で変更が可能である。ここでは、本発明の詳述に特
定の構造、材料及び実施形態を参照したが、本発明をここにおける開示事項に限定するこ
とを意図するものではなく、寧ろ、本発明は添付の特許請求の範囲内における、機能的に
同等の構造、方法、使用の全てに及ぶものとする。
【００４２】
　本発明は上記で詳述した実施形態に限定されず、本発明の請求項に示した範囲で様々な
変形又は変更が可能である。
　更に、本発明における基布層は編物から構成されているが、基布層の参考例として、前
記の如く、例えば、織物、不織布等の布帛や、発泡シート等を挙げることができる。この
場合の模式図を図１５（不織布２ａの場合）及び図１６（発泡シート２ｂの場合）に示す
。これらにおいても、前記編物の代わりに、不織布又は発泡シートを適用すること以外の
全ての前記説明（図を含む）は、これらの不織布又は発泡シート、更には織物等に適用す
るものとする。これらにおいても、編物の場合と同様に、優れた美観をもつ、凹部から構
成される立体模様からなる立体意匠を備えるとともにデザイン自由度が非常に高い表皮材
及びそれを備える構造体、並びにそのように美観に優れた表皮材の製造方法を提供するこ
とができるし、編物と同様の作用効果を得ることができる。更に、これらの基布層におい
ても、編物と同様に、立体模様の強弱、その見映えの点において、その厚さはなるべく大
きいもの、又はより一層バルキーで押圧されることにより、より大きく圧縮されるものが
好ましい。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明の表皮材及び構造体は、種々の技術分野において利用することができる。具体的
には、車両（自動車及び鉄道車両等）、航空機、船舶、建築、アパレル等の各種産業にお
ける表皮材が関わる分野において好適に利用することができる。
【符号の説明】
【００４４】
　１；表皮材、１０；構造体、２、２ａ、２ｂ；基布層、２１；表側編み地、２２；裏側
編み地、２３；結接糸、２４；接着層、３；表皮層、４；凹状の熱変形部、５；基材、６
；受け台、７；プレス型、８；表皮層、９；熱硬化樹脂層、１１；ドアトリム、１２；ド
アオーナメント。
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